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社会資本整備審議会 道路分科会 第１６回国土幹線道路部会 
 

平成２６年１１月１１日 
 
 
【総務課長】 皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。それではただ今から、社会資本整備審議会道路分科会の第１６回国土幹線道路部

会を開催させていただきます。開会にあたりまして道路局長の深澤より御挨拶を申し上げ

ます。 
【道路局長】 皆様、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

道路を賢く使う施策と首都圏の料金体系につきまして、前回までに７つの団体からヒアリ

ングをさせていただきました。本日は引き続き、埼玉県、全日本トラック協会、高速道路

会社を代表して東日本高速道路会社の皆様から御意見をいただくことになっております。

お忙しい中、本当にありがとうございました。今後、いただいた御意見等の整理も進めな

がら、年末を目標に基本的な方針を出していただきまして、来年夏の最終的な答申の取り

まとめにつなげていただくということで、大変タイトなスケジュールでございますけれど

も、委員の皆様方、よろしくお願いしたいと思います。本日も活発な御議論をお願い申し

上げまして、簡単でございますけれども冒頭の挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いします。 
【総務課長】 ありがとうございました。それではまず最初にお手元の資料確認をさせて

いただきたいと存じます。上から配席図、議事次第、委員名簿の他に、資料１といたしま

して埼玉県様御提出資料。資料２といたしまして公益社団法人全日本トラック協会様御提

出資料。資料３といたしまして、東日本高速道路株式会社様御提出資料。資料４といたし

まして「諸外国における道路政策の状況について」がございます。漏れている資料がござ

いましたらお知らせをいただきますようにお願いをいたします。 
 また本日の部会の議事につきましては、運営規則第７条第１項により公開といたしてお

ります。 
 本日は井伊委員、太田委員、児玉委員、竹内委員、羽藤委員におかれましては御欠席と

の連絡をいただいております。本日御出席をいただいております委員の方々は、総数１３

名のうち８名でございます。定足数を満たしておりますことを御報告を申し上げます。 
 本日は前回に引き続きまして、関係団体の方々に御出席をお願いしております。埼玉県

副知事 岩﨑康夫様、公益社団法人全日本トラック協会副会長 小幡鋹伸様、並びに理事

長 福本秀爾様、東日本高速道路株式会社代表取締役社長 廣瀨博様、並びに経営企画部

長 松﨑薫様からお話をいただくこととしております。また、中日本高速道路株式会社並

びに西日本高速道路株式会社の方にもお越しをいただいております。御多忙の中、誠にあ

りがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。 
 なお、道路局長深澤におきましては、所用によりまして、途中でいったん中座をさせて

いただきます。あらかじめ御了承を賜りますよう、お願いを申し上げます。 
 それでは議事進行を寺島部会長にお願いをいたします。 
【寺島部会長】 それでは議事を進めさせていただきたいと思います。進め方ですが、埼

玉県、全日本トラック協会、東日本高速道路株式会社より、それぞれお話をいただき、そ

の都度委員の意見をいただく形としたいと思います。 
 それでは埼玉県岩﨑副知事、よろしくお願いいたします。 
【埼玉県（岩﨑副知事）】 本日はこのような発言の機会を与えていただきまして、寺島部

会長さんをはじめ各委員の皆様、国土交通省の皆様にも心から御礼を申し上げます。 
 配布資料の２ページをお願いいたします。本日の説明内容でございます。この流れに沿

いまして御説明をさせていただきたいと思います。 
 ３ページを御覧いただきたいと思います。まず埼玉県の概要から御紹介をさせていただ

きます。１都６県と接する埼玉県は、信越地方、東北地方と首都東京をつなぐ交通の要衝

でございまして、圏央道の開通により、関西方面からの連絡も強化されつつございます。

この埼玉県の潜在能力を余すことなく発揮させ、日本の経済成長エンジンである首都圏が

ダイナミックな経済活動を行うためには、各高速道路を有効に活用することが重要と考え

ております。 
 ４ページをお願いいたします。埼玉県内の高速道路ネットワーク図でございます。埼玉

県内の高規格幹線道路は、計画の約９割が開通をいたしております。赤く囲った部分が未

開通部分でございまして、圏央道は平成２７年度、外環道は平成２９年度に開通をする予

定でございます。県内全ての高規格幹線道路が完成する見込みでございます。これにより

まして圏央道、関越道、東北道、外環道が格子状につながりまして、さいたま新都心を中

心とした新たな高速道路のネットワークが形成されます。また、これらの高速道路のネッ

トワークを有効に活用するためには、高速道路を補完する緑色で示しました地域高規格道

路の整備が今後強く求められております。 
 ５ページをお願いいたします。埼玉県ではインターチェンジへのアクセス道路の道路整

備やスマートインターチェンジの整備など、高速道路を有効活用するための取組も進めて

おります。埼玉県の５か年計画におきましては、平成２８年度までに県内の地域から２０

分以内で高速道路を利用できる地域の面積カバー率が７０％となるよう、道路事業を展開

しているところでございます。 
 ６ページをお願いいたします。圏央道の整備効果について御説明をさせていただきます。

左の表を御覧いただきたいと思います。これは企業転入超過数をグラフ化したものでござ

います。平成１４年から平成２３年の１０年間における本社移転増減ランキングでは、埼

玉県は全国１位となっております。右の図を御覧ください。これは企業誘致の取組実績と

なります。企業誘致による効果は、投資総額で約１兆７７０億円、新規雇用者数が約２万
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４，０００人となっております。企業数は７４１件でございます。平成１７年度以降でご

ざいます。県内を県北、圏央道、県南の３地区に区分をいたしますと、圏央道沿線への立

地は９年間で４２５件と、県全体の約６割を占めておりまして、この地域のニーズの高さ

がうかがえます。このように圏央道の整備は、雇用確保など、本県の地域振興に大きな役

割を果たしております。 
 ７ページをお願いいたします。埼玉県では高まる企業ニーズに対応するため、圏央道の

開通により利便性の高まった沿線地域に、田園環境と調和した産業基盤づくりを積極的に

推進するため、平成１８年に田園都市産業ゾーン基本方針を策定いたしました。これによ

りまして１３地区２８９ヘクタールを選定いたしまして、地元市町との協働を前提に計画

的な開発を支援しているところでございます。 
 続きまして８ページをお願いいたします。大規模災害への備えについてでございます。

この地図は１都３県の災害リスクについて比較をしたものでございます。ピンクの丸は平

成２１年度から平成２５年度までの５年間の土砂災害発生件数を示しております。赤い四

角は、地震時等に著しく危険な密集市街地の多さを表しております。埼玉県の土砂災害件

数は、図に示しましたとおり全国最小でありまして、地震時などに著しく危険な密集市街

地の面積につきましても、東京都や神奈川県と比べ非常に小さくなっております。このよ

うなことから、埼玉県は大規模災害時の防災上の拠点や首都機能のバックアップなど、大

きな役割を担うことが可能と考えております。 
 ９ページをお願いいたします。首都直下地震などの広域災害では、個々の都道府県での

対応には限界がございまして、首都圏が同時被災した場合、全国からの広域応援が不可欠

となります。関東地方整備局にて発表のございました首都直下地震における八方向作戦に

よる道路啓開の方針に関して、首都圏の放射道路を環状道路が補完することが重要と考え

ております。高速道路がネットワーク化されることによりまして、広域連携の体制が強化

され、埼玉県は避難の受け皿や相互応援の拠点として、国と協力して首都圏の復旧・復興

に取り組むことが可能となります。 
 １０ページをお願いいたします。埼玉県内の渋滞状況についてでございます。これは埼

玉県内の交通量図でございます。色が濃いほど交通量が多い路線となっております。県内

の一般道では、さいたま市内の国道１７号の交通量が県内最大規模、２４時間で８万１，

０００台となっております。特にさいたま市内の国道１７号は混雑度が１．３５から２．

４となっておりまして、慢性的に渋滞が発生している状況でございます。 
 次に１１ページをお願いいたします。渋滞対策への取組について御説明をさせていただ

きます。現在、国、県、市、警察等によりまして、埼玉県中央地域渋滞ボトルネック検討

ワーキンググループを設置いたしまして、主要渋滞箇所の対策を検討しているところでご

ざいます。 
 次に１２ページをお願いいたします。渋滞対策の一環といたしまして、現在、埼玉県中

央地域を走る国道１７号では国において上尾道路の整備を進めていただいております。一
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方、首都高速埼玉大宮線が与野ジャンクションまでの整備となっておりますので、その先

の一般国道１７号新大宮バイパスは県内で最も渋滞の激しい路線となっております。この

ため埼玉県中央地域の渋滞解消には、青い丸点線で示してあります地域高規格道路、新大

宮上尾道路の整備が効果的であると考えております。この路線の与野ジャンクションから

圏央道、桶川北本インターチェンジまでの整備を行うことによりまして、ミッシングリン

クが解消され、関越道や外環道の渋滞にも多大な効果が見込めると考えております。 
 １３ページをお願いいたします。新大宮上尾道路は、大規模災害時にも大きな効果を発

揮いたします。星印が２つございます。上のほうの星印がさいたま新都心でございます。

赤実線は新大宮上尾道路を表しております。関東地方整備局など政府機能が集中している

さいたま新都心は、警察庁や経済産業省の業務継続計画の代替拠点に位置付けられており

ます。また、３万７，０００人を収容するイベント会場のさいたまスーパーアリーナでは、

５，３００人の帰宅困難者の受入れが可能でございます。更に、第三次救急医療施設とな

る新病院の建設が進められておりまして、埼玉赤十字病院と県立小児医療センターが平成

２８年中に移転する計画となっております。新大宮上尾道路を整備することによりまして、

信越地方や東北地方から東京へのルートが多重化され、防災上の拠点であるさいたま新都

心へダイレクトにアクセスすることが可能となります。このように埼玉県は、圏央道や地

域高規格道路の整備路線となっている新大宮上尾道路などの高速道路ネットワークを活か

すことで、首都圏における災害時の救援など、大きな役割を担うことができると考えてお

ります。 
 次に１４ページをお願いいたします。ＩＣＴを活用した交通安全対策について御紹介を

いたします。埼玉県ではＨｏｎｄａと連携をいたしまして、カーナビプローブデータを危

険箇所の解消に役立てております。有効な交通安全対策が求められる中、平成１９年１２

月に埼玉県とＨｏｎｄａは道路交通データの相互利用に関する協定を締結いたしまして、

データ分析により急ブレーキ多発箇所の特定が可能となりましたことから、潜在的な事故

危険箇所を把握し安全対策を実施してまいりました。成果といたしましては、急ブレーキ

が約７割減少し、人身事故が約２割減少したというところでございます。 
 続きまして１５ページをお願いいたします。この部会でこれまで議論されました資料を

もとに、首都圏の料金水準の現状をまとめたものでございます。首都圏の料金体系は開通

時期による料金差や、会社間の乗り継ぎによりまして、複雑で分かりづらいものとなって

おります。このような料金格差は、特定の路線に交通が集中することなく交通量を最適化

する上で支障になります。特に圏央道の料金が他の路線と比べて割高になっていることは、

都心部への通過交通を外側の環状道路に適切に誘導する上で課題となります。利用者の立

場に立って一体的で分かりやすいものに統合していく必要があると考えております。 
 １６ページをお願いいたします。経路選択による料金格差の事例を御説明させていただ

きます。圏央道沿線には、物流拠点をはじめとする多くの企業が進出しております。産業

団地の開発が進む久喜インターチェンジ周辺から、圏央道を利用して主要都市へ向かう経
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路比較を行いました。特に圏央道の東北道より西側の料金は他の路線より高い設定となっ

ておりまして、ほぼ同じ距離を走行した場合でも料金格差が生じます。圏央道が開通する

ことにより、都心部の通過交通の流入を防ぐ効果が期待されておりますが、圏央道の料金

体系が高い現状では、圏央道の効果が損なわれる可能性がございます。日本の経済成長エ

ンジンである首都圏がダイナミックな経済活動を行うためには、圏央道の料金を引き下げ、

環状道路を有効に活用することが重要であると考えております。 
 １７ページをお願いいたします。ここで御説明した首都圏の高速道路料金の問題は、沿

線自治体共通の課題でございます。これまでも関東地方知事会や九都県市首脳会議におき

まして、一体的で利用しやすい料金体系の実現を国や高速道路会社に要望させていただき

ました。首都圏三環状道路の完成を見据えて、外側の環状道路である圏央道へ適切に交通

が誘導されるとともに、利用者の立場に立ち、分かりやすく利用しやすい料金体系をお願

いしたいと考えております。 
 １８ページをお願いいたします。以上により、埼玉県としましては、大きく２点につい

て意見を述べさせていただきます。１点目は高速道路を活用した災害対策・渋滞対策の推

進でございます。首都直下地震の対策は早急な課題でございまして、環状道路を利用して

防災上の拠点をネットワーク化することで、救援・復旧活動を円滑に進めることが可能と

なります。埼玉県の高規格幹線道路は完成間近でございますが、地域高規格道路の多くが

未整備でございますので、渋滞解消や交通安全などの課題がございます。既存の高速道路

を有効活用する取組を進めるとともに、新大宮上尾道路などミッシングリンクを解消する

ことで、高速道路を賢く使う取組を進めていただきたいと考えております。 
 ２点目は一体的で利用しやすい料金体系の実現でございます。首都圏の交通流を最適化

するには、外側の環状道路でございます圏央道へ適切に交通誘導し、高速道路を有効に活

用できる環境を作ることが必要と考えます。経路による料金格差を是正し、利用者にとっ

て分かりやすく利用しやすい料金体系を求めます。以上で埼玉県の説明とさせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。 
【寺島部会長】 どうもありがとうございました。それではただ今の説明に関しまして、

御意見・御質問等ございましたら、お願いします。はい、どうぞ。 
【天野委員】 今日はどうもありがとうございました。２点ほど教えていただきたいんで

すけれども、まず圏央道の整備効果で企業誘致の実績が大変上がってらっしゃるというこ

とですけれども、これに関連しまして、いわゆる道路整備以外に、企業誘致のために行っ

た施策として、この道路と一緒に取り組むとかなり効果がありそうだというような施策が

もしございましたら教えていただきたいという点。 
あともう１点が、ＩＣＴを活用した安全対策でＨｏｎｄａさんと協定を締結されたとい

うことですけれども、これについて、埼玉県さんのほうでＨｏｎｄａさんとこういうこと

ができたという経緯ですね。それを教えていただきたいのと、そういった経緯を踏まえま

して、例えばその他の都道府県さんでも、こういった自動車メーカーさんですとかと、こ
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ういった形でＩＣＴ活用について何らかの協力関係を結べるものなのかどうかですね。埼

玉県さんとＨｏｎｄａさんの何か特殊なものがあって可能だということではなくて、一般

的にも広げられる可能性があるかどうかといったところ、以上２点、教えていただければ

と思います。 
【寺島部会長】 はい、どうぞ。 
【埼玉県（岩﨑副知事）】 まず圏央道の整備に関しまして、企業誘致の中で道路と一緒に

進めて有効な方策はということでございますけれども、埼玉県では企業誘致の中で、１つ

は、なるべく企業の方とワンストップで、いろいろな開発、企業立地に関しての課題がな

くなるようにということで、セクションを１つに決めて、県が窓口になって市町村と一体

となって開発行為を行っているということでございます。 
 それからもう１つは、圏央道沿線に企業立地が集中いたしますので、ここがちょうど田

園地帯でございますので、そういう中に資材の置き場だとか、いろいろな乱開発がされな

いようにという宣言をいたしまして、それを県と市町村が一緒に宣言をして開発を進めた

ということでございます。 
 それから２点目のカーナビデータの活用の経緯でございますけれども、これは、たまた

ま私どもの職員が、カーナビというのは、情報を各車でもらうこととともに、逆に、その

車の時間と位置情報を自動車会社のデータセンターのほうに送っているというような内容

のインターネットの記事がございまして、そのデータセンターからカーナビのデータをい

ただくことによって、今まで交通量の調査でありますとか旅行速度でありますとか、いろ

んな道路状況の調査が必要でありますけれども、それをこのカーナビデータで代えてでき

るのではないかということで、たまたま埼玉県の和光市にＨｏｎｄａの本社がございます

ので、そちらのほうに申出をさせていただきまして、お認めをいただいたということで、

そのデータを無償でいただく協定を結んだところでございます。 
その中で、今の時間と座標のデータをもらう中で、実は急ブレーキを踏みますと、それ

も分かるということになりました。急ブレーキをどれぐらいの力で踏んだかというのが分

かりますので、そのポイントを地図と重ね合わせることによりまして、交通安全上の危険

箇所の抽出が図れたということです。その部分においては、例えば道路の構造が悪いのか、

利用上の何かの環境が悪いのか、その辺を全部調査をいたしまして、交通安全対策として、

例えば路面標示を行いましたり、１か所では沿道の植栽の剪定がうまくいってなくて、そ

れで視認がなかなか効かないというような部分がございまして、そのような交通安全対策

を行いました結果、１年間で急ブレーキ箇所は７割減り、人身事故が２割減ったというデ

ータが出ております。 
 このデータにつきましては、Ｈｏｎｄａさんの純粋なカーナビのデータということで、

当時はＨｏｎｄａさんしかなかったと思いますけれども、今は他の自動車会社でも、それ

らのデータは蓄積されているというふうに思いますので、それらの利用は可能かなという

ふうに考えております。以上でございます。 
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【寺島部会長】 いかがでしょうか。どうぞ、根本さん。 
【根本委員】 今、御説明のありました、圏央道の沿線で工業団地、物流団地を極めて効

果的に作られたということを、私は高く評価していますし、これは千葉県とか東京都とか、

もっともっと学ぶべきじゃないかなというふうに思っているわけですけれども、あえてち

ょっと意地悪な質問をさせていただきます。この開発は、基本的には市街化調整区域を市

街化区域に編入して、団地を作るということだと思うんですね。国は一方で、コンパクト

＋ネットワークといいますか、なるべく市街化区域の中で開発を促すことを方針としてい

ると思います。その意味では、市街化調整区域を市街化区域にどんどん編入していくとい

うのは、コンパクトという考え方にちょっと反すると思うんですけれども、そういう批判

を受けたときには、どういうふうにお答えになっているのでしょうか。 
【埼玉県（岩﨑副知事）】 埼玉県の都市計画の中で、市街化区域の面積というのは、多分

規模に照らして面積率の割合が余り大きくないというふうに思っております。そういう中

で、市街化区域内の開発につきましても、例えば工業系の用途地域、それから工業専用地

域、そういうような用途をきちんと指定して、その中で企業の誘致をしてまいりまして、

この圏央道沿線につきましては、特に圏央道の開通によりまして交通の利便性が飛躍的に

高まります。埼玉県の場合は、東京からの放射状道路が南北に流れておりますけれども、

横をつなぐ道路というのが非常に弱かったというのがこれまでの課題でございました。そ

ういう中で、圏央道が東西方向といいますか、環状に入りますので、そこの結節点を県で

はプラチナゾーンというふうに呼んでおりますけれども、そういうところの開発は行って

もよいのではないか。それは市街地の状況を踏まえてですね。もちろん埼玉県の場合に、

これらの土地のもとは農地が多くございますので、その農地利用を転換すると、農業的土

地利用から都市的土地利用に転換するわけでございますので、それは関連の省庁との調整

などいろいろございまして、そういう中で圏央道の効果を一番発揮できる部分について企

業立地を進めたということでございます。 
【家田委員】 １点だけよろしいですか。 
【寺島部会長】 はい。 
【家田委員】 どうもありがとうございました。実は私も県民でして、１点だけお考えを

伺いたいんだけど、いただいた資料の１６ページで、圏央道の料金を上手に使わないと、

都心をこう、何ていうんですかね、迂回するようなことにならないよということを御説明

されていますよね。ごもっともでして、一方で１１ページを見ますと、渋滞対策として、

どこに渋滞のネックがあるかなという地図が出ていて、もちろん御指摘のように１７号沿

いのところが非常に大きなネックではあるんだけど、１６号もボコボコなんですよね。こ

れは埼玉県だけじゃなくて、八王子とかあの辺の東京のほうもそうなんだけど、１６号っ

ていうのは極めて混んでるわけですよ。したがって、圏央道等々の環状道路というのは決

して都心迂回だけの機能じゃなくて、地域地域の中での混雑緩和にも大いに寄与するし、

してきているところだと思うんですが、そこでこの料金に関する埼玉県のお考えを伺いた
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いんですけどね、企画課長の石川さんが新潟にいたときに私も御協力させていただきまし

て、その前任の徳山技監が、その前任でやっていた頃にやったんですけれども、日本海東

北自動車道というのがあって、そこに、新新バイパス、新潟ニーズのバイパスがあって、

そっちがグチャグチャに混んでいるんですが、高速道路のほうはスカスカというか通って

ないと。じゃあ、せめて短距離のものだけでも割引をして、そっちに行ったらバイパスが

空くんじゃないかな、ピーク時だけね。そうしたらそのとおりになりまして。誰も損しな

い。高速道路のほうも、今まで乗ってないものが乗ってくれて。一般道のほうも空いてい

るというようなことになりましてね、いつもこううまくいくとは限らないんだけど。申し

上げたいのは、県というのは、地域を見てる側からすると、圏央道の首都圏全域的な料金

上の意味だけじゃなくて、ローカルにも大きな、一般道の混雑緩和に寄与するんじゃない

かと思うんですが、その辺があんまりお話がなかったと思うんですが、どんなものかと思

いまして。 
【埼玉県（岩﨑副知事）】 そのとおりだと思います。ただ今回のこの意見につきましては、

１つは関東地方知事会、それから九都県市の首脳会議、そういうような中での共通課題と

いうことで首都圏全体を見させていただいております。確かに地域の中で圏央道をどう賢

く使うかというところは課題だというふうに思っております。この料金を決める中で、１

つは目的地までの経路の選択というのが、利用者にとっていろいろ出てくると思いますけ

れども、例えば時間を稼ぎたいのか、それとも時間は関係なく料金が安ければいいのかと。

両方あると思いますので、その辺は利用者が的確に判断できるような情報というのを、何

か常に提供ができるような形にできればいいのかなというふうに思っております。 
【家田委員】 ありがとうございました。 
【石田委員】 よろしいですか。 
【寺島部会長】 はい、どうぞ。 
【石田委員】 ありがとうございます。１つは質問でございまして、６ページの圏央道の

整備効果は素晴らしいと思うんですけれども、今後、例えば私は、茨城に住んでおりまし

たけれども、茨城でこういうことを実現するためにも、あるいは、その他のところでもこ

ういう誘致を高速道路の力を活用して実現するために、どういう業種か業態のものがある

のかということと、それに対してやっぱり非常に細かいマーケティングをされてると思う

ので、その辺についてひとつお教えいただきたいということが質問でございます。 
 ２番目は、こういうふうにネットワークが発達してくる、あるいは首都圏が非常に大き

くなってくると、多分東京経由じゃなくて地域地域が直接的に連絡する、そういう観点か

らすると、放射状の高速道路と環状の高速道路の意味合いというのが違ってくると思うん

ですね。そういったときに埼玉県さんとしては、先ほどの田園都市産業ゾーンとかですね、

そういう立地戦略なんかも考えたときに、両方とも大事なんですけれども、どちらかとい

うとこういうふうに考えています、というふうなお考えがありましたら聞かせていただけ

ればと思います。 
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【埼玉県（岩﨑副知事）】 まず１つ目の企業立地の業種の関係でございますけれども、最

初に御説明をさせていただきましたとおり、埼玉県は東京の北側にございまして巨大な消

費地を抱えております。そういうことから、１つは食糧関係といいますか、そちらのほう

の業種が増えるということと、それからＨｏｎｄａの大きな工場もございますし、その企

業の関連で自動車部品などをはじめとしました製造業が多い。それから圏央道をもちろん

介しますので流通関係の業務が多い。そのような状況になっております。県といたしまし

ては、今後、先端産業部門の立地も踏まえて、今後の業種の選択というのはいろいろして

いきたいというふうに考えております。 
 それから２点目の放射状・環状の企業立地の戦略ということでございますけれども、先

ほど申し上げましたように、圏央道の整備によりまして、交通状況といいますか利便性が

飛躍的に高まります。そういう中で放射状の道路と環状道路の結節点の中心に企業立地を

進めておりますけれども、今度、これは埼玉県のちょうど首都圏５０キロの真ん中のとこ

ろで非常に立地が増えておりますが、逆に言うと北のほうへの対策というのも、県の北部

に対する企業立地というのも必要になりますので、そこにつきましては放射状のインター

チェンジ周辺、そういうところを中心に企業の立地を進めておりまして、いずれにいたし

ましても、高速道路のインター周辺に企業の立地を進めるというところが埼玉県の方策で

ございます。 
【寺島部会長】 今、おっしゃっていること、ものすごく大事なことをおっしゃっている

と思うのですが、私としては、この三環状道路の整備というのが、道路のこの分科会とし

ても一種の戦略の軸みたいなところがありまして、日本海側と太平洋側のネットワークと

いうものが、日本のアジアダイナミズムに向かうときの１つの鍵だということは僕自身も

言い続けてきていて、そこで県の戦略というのが僕はものすごく重要になってくると思う

んですよ。といいますと、特に埼玉は、おっしゃっているように、関越そして東北道の圏

央道との結節点というのを抱えて、埼玉がどうなるのかということが、今後外環整備に対

する、我々自身の戦略にとっても、ものすごく重要なひな形で、そこで今おっしゃってい

るように、食料関係の業種を含めて製造業とか流通業とか自然発生的に僕は立地が進んで

いくということは理解も十分できるし。問題はその先に、例えばこれ、成田から羽田まで、

圏央道を利用して、これが横浜羽田とつながっていくことになりますから、そういう国際

関係のいわゆる結節点として、観光業だとか、そういうものも視界に入れた県の戦略とい

うのがものすごく大事になると思うんです。そういう意味で、とりわけ、今お話しかけら

れているビッグデータの時代を踏まえて、データセンター的なものの業種だとか、ただ企

業の誘致が増えているというだけではなくて、戦略的にどの分野に濃淡つけていくかが、

今後、この圏央道が生きるか死ぬかの僕は鍵だと思いますね。新潟に抜けていく、いわゆ

る関越道の物流としての基点だとか、それからこれ、じゃあいよいよ圏央道によって６月

２８日に東名につながったわけですよね。そのことによって何か、例えば副知事が御覧に

なっていても、こういう埼玉にとって大きな変化が起こっているだとかですね、我々が知
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っといたほうがいいようなことがあれば、お聞かせ願いたいということも、非常に強くあ

るわけですけれども、産業戦略が鍵ですよねということは問題意識として言いたいことと、

それから、いわゆる今回の６月２８日以降の展開の中で気付かれていることが何かあるの

かというところをお答えいただければと思います。 
【埼玉県（岩﨑副知事）】 ６月２８日からの変化ということでございますが、はっきりと

したデータはまだ持っておりませんけれど、観光客が増えていることと、それから交通量

が増えているというのはもちろんございます。そういう状況でございます。今後の産業の

戦略でございますけれども、今までは確かに製造業、それから運送を含めましたロジステ

ィック関係も増えております。それもただのロジスティックスではなくて、一部加工しま

して、工場を持っていて、そこから搬出するといいますか。例えば事例で言いますと、卵

を全部、割卵といいますか、割って、一部加工して、そこから流通で出すという、そうい

うような業務形態というのもございます。産業戦略というのは、確かに私どものほうでの

一番のこれからの肝かなというふうに思っております。新潟港も含めまして、関越の関係

につきましては、新潟・群馬・埼玉、３県で今知事会を行って連携を図っておりますし、

また、ひたちなかとの関係もいろいろ出てくると思いますので、そういうような広域的な

視点の中で、埼玉県の産業集積というものをきちんと図っていきたいというふうに考えて

おります。 
【寺島部会長】 どうもありがとうございます。他に何かございますか。では、なければ、

埼玉のヒアリングはここまでとしたいと思います。大変お忙しい中、ありがとうございま

した。 
【埼玉県（岩﨑副知事）】 ありがとうございました。 
【寺島部会長】 それでは続きまして全日本トラック協会副会長小幡様、並びに理事長の

福本様、よろしくお願いいたします。 
【全日本トラック協会（小幡副会長）】 全日本トラック協会の副会長を仰せつかっており

ます小幡でございます。本日は寺島部会長をはじめ委員の皆様方には、大変お忙しい中、

我々のトラック業界の意見・要望を聞いていただく機会を作っていただきまして本当にあ

りがとうございます。心から厚く御礼を申し上げたいと思います。また、こちらにいらっ

しゃる国土交通省の道路局の皆様には、日頃から私どもの業界にとりまして、大変お世話

になって御指導をいただいておりますことを、また厚く御礼申し上げたいと思います。 
 私どもトラック業界は、国民生活、産業活動を支える公共的な物流サービスの担い手と

して、地域社会と国民生活を守るために日夜一生懸命努力をしておるわけであります。特

に高速道路の利用につきましては、輸送の時間の短縮及び定時性の確保、ドライバーの労

務負担の軽減、一般道路における交通事故の削減や環境改善に大きな効果をもたらすもの

でありますので、私ども運送事業者は今後とも最大限利用をしてまいる所存であります。 
 特に今後大きな問題はドライバー不足の問題であります。高速道路を更に利用させてい

ただいて有効的な輸送を行わないと、安定的な輸送を確保できなくなる恐れがあります。
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そんなことで、ここからは皆さんにお渡ししてある資料に基づきまして、福本理事長より

具体的な説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 全日本トラック協会の理事長の福本でございます。

お手元の資料に基づきまして、高速道路の積極的な活用や、道路を賢く使う取組に関する

考え方につきまして御説明を申し上げたいと思います。 
 １ページでございます。私どもの業界の現状ということでございます。一番左が国内貨

物輸送量。御案内のとおり、輸送機関としてはトラックか船か鉄道か飛行機、こういうこ

とでございますけれども、圧倒的にトラックで運ばれておるということでございます。９

割以上を占めまして、私どもの年間売上げ、１２兆２，０００億円という業界でございま

す。就業者数がドライバーを含めて１８７万人。こういう業界でございます。 
 しかしながらその次の円グラフでございます。トラック運送事業者の規模ということで、

車両保有台数１０両以下の小規模事業者が６割。下の円グラフの左側の紫のところを御覧

いただいても、２０両から１１両まで、２０％ぐらい。ということは、全体の事業者の８

割がいわゆる２０両未満という大変小さい事業者の集まりだということでございます。そ

れはなぜかといいますと、この左下の棒グラフがございますけれども、平成２年というと

ころから始まってございますけれども、平成２年に赤い折れ線グラフで「４０，０７２者」

という数字がございます。これが事業者の数でございます。平成２年、規制緩和がござい

まして、その当時４万事業者でございましたが、平成２４年、これが６万３，０００事業

者まで増えてございます。また、黒い折れ線がトラックの台数でございますが、１０５万

台余りから１３６万台に増えてございますが、この間、車両総重量の緩和ということで、

いわゆる２５トン車が出てまいりましたものですから、いわゆるキャパシティ的には１６

５％ほどになっております。ということで、事業者が６割増え、供給力が６割５分増えと、

こういうことでございますので、大変な過当競争になっておる。 
 更に、この一番下に緑の棒グラフがございます。これは毎年新規参入してまいる事業者

の数でございます。平成２４年が１，２００。平成２３年が１，２００。平成２２年が１，

６００。毎年これだけの数のトラック事業者が生まれる。この許可基準というものが現在、

最低車両台数５台ということになっております。ほとんどの事業者は５台で新規参入して

まいるということでございますから、この業界は、いわゆる多層構造。建設業界も同じだ

と言われておりますけれども、大変な多層構造で常に新規参入が一番下に入ってくる。一

番安い運賃を出して入ってくると、こういう極めて厳しい業界でございます。 
 その結果、右の営業利益率の推移でございますけれども、事業者はほとんど赤字という

ことで、その下を御覧いただいても、本業では赤字だと。副業としまして不動産賃貸とか

倉庫とかですね、その他の事業で何とか糊口を凌いでいるということでございますが、こ

れだけ業界が小さいということは、いわゆる荷主が大変大きい。荷主の力が大変強いとい

うことでございます。それが１つのポイントでございます。 
 ２ページでございますが、地域社会と国民生活を守るトラック輸送。御案内のとおりで
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ございまして、トラックは消費関連物資、それから建設関連貨物、あるいは生産関連貨物

をバランスよく運んでいます。端的に申し上げると、何でも運んでいるという状況でござ

います。その下には、いわゆるライフラインとしての私どもの役割ということで、東日本

大震災の際に全国から１万台を超えるトラックが緊急輸送車両として出動をいたしまして、

様々な物資を被災地にお届けをいたしたということでございます。私どもは災害対策基本

法に基づく指定公共機関に指定されてございますし、また、県のトラック協会も、それぞ

れ各自治体と協定を締結いたしておりまして、いざというときには馳せ参じ、物資の輸送

をお手伝いする、こういう役目を負った業界でございます。 
 そういう中で３ページでございます。トラック運送業界における高速道路の必要性とい

うことでございます。先ほど小幡副会長のほうから申し上げましたとおり、私どもといた

しましても高速道路は大変重要な社会資本と認識をいたしてございまして、今後とも、未

来永劫に円滑な整備・運営をしていただくということをお願いをしたいと思っております。

これは言わずもがなでございます。釈迦に説法のようなことでございますけれども、高速

道路を使えば輸送時間の短縮、定時性の確保はもとより、昨今言われてございますドライ

バー不足の問題の解決策にもつながりますし、また交通事故や環境改善、こういう全て、

いわばメリットだらけというようなことでございます。ということで私どもとしましては、

なるべくこの高速道路を有効に使わせていただきたいということで、特に過積載につきま

しては過去多々御批判がございましたのですが、平成５年に９万１，０００件ありました

過積載も、その後平成６年５月に道路交通法が改正になりまして、過積載に対する取締と

罰則の強化、特に荷主の方にも罰則がいくと、ここがポイントでございますね。トラック

事業者だけいじめてもしょうがないので、そこの元を発注した荷主のほうにも罰則がかか

るというこの道交法によりまして過積載は激減をいたしました。平成２５年、３，６００

件ということでございますが、私どもとしましては引き続き過積載はゼロに向けて様々な

取組を展開してまいりたいと思っております。 
 続きまして４ページでございます。高速道路の積極的な活用ということでございます。

全国のミッシングリンクの解消ということをぜひお願いしたいということでございます。

これはもう今お話がございましたとおりでございます。それから２番目にはボトルネック

の解消ということ。それから３番目には、適切な維持管理・更新をお願いしたいというこ

とで、そういう意味では、私どもとすれば高速道路が無料になる必要は全くない。有料で

差し支えございません。なるべく低廉な形であればますますいいわけでございますが、無

料という形でいわば管理が疎かになるとか維持管理ができない、こういうのは全く私ども

としては望まないところでございますので、ぜひ有料に向けた方針の転換といいますか、

お願いをしたいと思っております。 
 それから料金体系ということでございます。５ページでございます。地方の長距離輸送

事業者が地域の特産品等を大都市圏に輸送する役割を担っております。しかし昨今の燃料

価格の高止まり、人手不足ということで、北海道のサンマがもう運べないとか、九州の野
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菜はもう東京には持って来れないというようなことを、この夏から秋にかけて、いろんな

議論がございました。確かに軽油価格が高騰いたしておりまして、もうなかなか難しい状

況にはございますが、事業者としては、高速道路を賢く使いながら、サンマは、はっきり

申し上げれば釧路にサンマがあっても１円にもならないわけでございまして、首都圏に運

んで初めて１００円になるわけでございます。そういう意味で価値を生むのが輸送活動に

よるわけでございますから、今、安倍内閣で地方創生ですか、おっしゃってますが、現在

ある地方の産物なり野菜なり果物なり鮮魚、そういうものが、やっぱり首都圏に運んで初

めて価値を生むわけでございますから、この物流活動を殺さないということをぜひお願い

したいと思っております。そういう意味では長距離逓減制でございます。２００キロを超

えますと割引はストップになるわけでございますが、今申し上げましたように、北海道あ

るいは九州から、それこそ１，０００キロを運んでまいります。そういう意味で、２００

キロで打ち止めではなくて、長距離逓減制をもう少し、３００、５００、６００とかです

ね。刻みを大きくしていただきたいという要望もございます。 
 それから細かい話でございますけれども、２つ目の、首都圏の料金水準が路線や区間に

よって異なり、圏央道などＮＥＸＣＯの大都市近郊区間の水準より高いということで、こ

れを平準化いただきたい。 
 それから３つ目が、圏央道など多くの一般有料道路が大口・多頻度割引の対象とならな

いため、これも対象としていただきたい。私どもの業界は、月に１回高速道路を使う、こ

ういう業界ではございません。ほぼ荷主さんが特定しておりますので毎日のように高速道

路を使うわけでございますね。そういう意味で大口・多頻度割引を今年度５割まで上げて

いただいたことは、もう大変私ども喜んでおるところでございますが、そういう意味で今

後とも、この大口・多頻度の割引率の延長をお願いしたいと思っております。 
 それから６ページでございますが、道路を賢く使う取組の、深夜割引の拡大に係る社会

実験の検討ということでございます。トラックは御案内のとおり、朝、荷主の庭先に荷物

を到着させる、こういうことでございます。そのためには深夜走り回っておるわけでござ

います。一方、深夜の高速道路はマイカー等が少のうございますので、渋滞もなく交通量

に余裕がある、こういうことでございます。そういうことであれば、やはりこの空いてい

るところをもっと私どもは使いたい、使わせてくださいということでございます。そうい

う意味で割引の拡大をもっとしていただいて、私どもとしては、割引の拡大だけ言っても、

これはなかなか御理解もいただけないので、やはりキャンペーンを張って車を増やし、一

般道を走る車を上に乗せ換えると。これを数字でもってある意味お約束するなり、数字で

もって何か計画を立てるなりして、ある意味ＮＥＸＣＯさんに御迷惑をかけないような形

での社会実験というようなことができないだろうかと私どもは思っております。そういう

意味で、安くしろだけ言う時代ではないのかなということでございます。 
 それから７ページでございます。サービスエリア等における駐車スペースの整備・拡充

ということでございます。私どもトラックのドライバーにつきましては、労働基準法、そ
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れから貨物自動車運送事業法上、連続運転時間が４時間と決められております。即ち４時

間走ったら必ず休めと。当たり前でございますね。マイカーもそういうことがありますが。

休むためには車を止めないといけないわけですね。高速道路の路肩に止めるということは、

これ、とんでもない話でございますから、当然サービスエリアなりパーキングエリアなり

に止めたいのですが、この下の写真を御覧いただきますと、これは運輸労連という労働組

合が活動の一環として撮った写真でございますが、満杯になっておる。車が止められない

という状況でございます。そうすると、法律上は車は４時間しか運転してはいけない、こ

れは安全という観点ですね。ドライバーが疲労感によって眠ったり等々しまして事故を起

こす、これを防ぐためには４時間ということなんですけど、止まる場所がないということ

は走り続けるということです。ということで、そういう意味では大変危険な状況になって

おりますので、ぜひとも、この駐車スペースの確保あるいは整備ということもお願いした

い。 
 それから最後でございますが、８ページ。女性トラックドライバーの労働環境の整備と

いうことで、安倍内閣の旗印で、女性が輝く日本へ、ということで、女性の活用を今言っ

ていただいております。私どもも労働力不足の観点から、やはり女性あるいは高齢者等々

をこの業界でぜひもっと力になっていただきたいと思いますが、端的に申し上げますと、

大変私どもの業界は３Ｋ職場の典型のようなところでございますので、女性がなかなか入

りにくいということでございます。そういう意味で、女性が働きやすい環境を整備してい

ただく。例えば女性用のトイレをきれいに増やしていただく。サービスエリアだけではな

く、道の駅等々も含めて、そういう観点から整備していただくなり、その他、私どもとし

ても休憩施設の整備等々もいたしまして、女性トラックドライバー、「トラガール」と言っ

ておりまして、若干そのネーミングがいいかどうか、いろいろ議論はございますが、国交

省さんと一緒にこのキャンペーンを張っておるということでございます。 
 以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 
【寺島部会長】 ありがとうございました。ただ今の御説明に関しまして、何か質問・意

見があれば、ぜひお願いします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。 
【大串委員】 新潟大学の大串と申します。よろしくお願いします。今日は貴重なお話、

ありがとうございました。私もかなり高速道路を利用することがありまして、深夜によく

トラックさんと並走して走ったりとかしておりますので、非常に親しみを感じております。

サービスエリア、パーキングエリアについてなんですけれども、やはり既存のものを拡充

していくということに関しては、すごくコストもかかるものですから、例えばスマートイ

ンターチェンジなどを活用することで、一定時間の再エントリーにターミナルチャージが

かからないということになりますと、一般道のほうで営業されているところに下りていた

だいて、というようなことをトラック業界としてどう思われますかということですね。サ

ービスエリアで、確かに高速道路上から逃れないで休憩できるというのがベストなんだと

思うんですけれども、今の状況を見ていますと、ちょっと休憩しようかなと思ってもトラ
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ックさんが溢れていて、小さいパーキングエリアで、少しジュースを買ったりというぐら

いが結構多かったりするので、本当にサービスエリア等々の駐車場の不足は感じていると

ころでありますから、もう少し乗り下り関係が柔軟になったりすることで、それが料金ペ

ナルティがかからないのであれば、もっと利用していいよというような機運があるのかと

いうのが１点教えていただきたいと思います。 
もう１点がトラガールに関してなんですけれども、どんな施策をすれば、例えばトイレ

とかというのは、もちろん基本的なことだと思いますけれども、他に何か、トラック業界

で道の改善等で女性活用に有効だなと思われるものがあれば教えていただきたいというこ

と、２点お願いします。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 それでは前段の、途中で下りるやり方は大変あり

がたい話だと思いますので、ぜひ。私どもも、全国３６か所にトラックステーションとい

うのを作りまして、休憩仮眠施設を持っております。いわばそういうものを有効に活用し

ながら、今先生がおっしゃったような、途中で下りて街道のトラックステーションで休ん

でまた上がっていくというようなことは十分可能だと思いますし、ぜひお願いしたいと思

います。 
 それからトラガールですが、大きいトレーラーを、小さい方が１人で運転しておられる

方もいまして、先般も安倍総理のところに御一緒に参りました方はそういう方でありまし

たが、私ども今すぐ何か、道としてアイディアがあるかと言われると特にはございません。 
【大串委員】 例えば小さいドライバーの方だと表示が見にくいとか、そういうことは余

りお聞きになってないですか。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 そういうことは今のところは聞いてございません。 
【大串委員】 ありがとうございました。 
【寺島部会長】 どうぞ。 
【小幡委員】 労働力不足もありますので、女性も活用ということで、正にそうだなと思

います。今のお話もございますが、何が３Ｋなのかということですが、よく分からないの

ですが、別に小さい体の方が大きなトラックを動かすということについては、今はもう動

かせると思うのですが。何時間走ったら休まなければいけないというのは、安全のために

当然のことなので、これは男性でも女性でも同じかと思います。そうすると道路を走ると

いうよりは、大きな荷物を下ろしたりとか、そこが女性だと難しいということで、なかな

か難しいということなのでしょうか。 
【大串委員】 多分、シャワーを浴びたりとか、そういう施設がサービスエリアとかにも

う少しあったりとかすると、いいのかしらっていう、そういうことじゃないですかね。 
【小幡委員】 何が一番原因で、女性が入りにくいのかというのを、伺いたかったのです

が。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 おっしゃるように、積み込み積み下ろしのような

少し力が要る作業もございます。その辺は、そういうものがないような業種というか、例
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えば海上コンテナを運んだりするようなものは、そういうものはございません。切り離せ

ばいいだけということなんですけれども、じゃあ海上コンテナで女性がいるかというと、

ほとんどいない。それはなぜかといいますと、ゲート待ち。港のゲートで４時間も５時間

も待たせるんですね。そうしますとトイレがないんですね。女性はそんなところで５時間

も６時間も車の中でいるわけにいかないから、もうせっかく力は要らないんですけれども、

そうやって無駄な待ち時間、無駄なところがあるので、皆さん敬遠される。 
 あとはコンビニの集配のような、定時運行。ぐるぐる回って、コンビニのパンを運んだ

り、もちろんございますけれども、そんな重たいものは余りございませんので、そういう

ところをお願いするとかですね。役割分担それなりにいろいろあると思うんですけれども。

一般的に言いますと、やはり拘束時間が長い。どうしても荷主のところで、前もってそこ

に到着しますから、荷主さんに物を渡す、あるいは荷主から物をもらうのにものすごく時

間がかかります。そういうことで、全産業の中でも拘束時間が一番長い。給料が安い。拘

束時間が長くて給料が安い、変な話ですけれども、事故はどうしてもある程度、ゼロには

なかなかなりませんので、減らしてはおりますけれども。そういうようなことで、３Ｋ。

汚いというのは最近は余りございませんけれども、そういうことだと思います。 
【全日本トラック協会（小幡副会長）】 実は、今、女性と高齢者をどうやってうまく使っ

ていくかということなんですけど、これを我々の場合は、やっぱり荷主さんが理解をして

いただかないと、この話は進んでいかないものですから、今、私愛知県なんですけれども、

愛知県は工業出荷が一番多くて、非常に貨物量も多いわけですので、荷主さんと同じ土俵

の中で、いろいろ相談しながら、女性だとか高齢者ができるような、仕事の住み分けをし

ていただきながらうまくできないかなということでですね。今まではどっちかというと一

方的に荷主さんのほうから、こういうふうにやれというふうな指示があっての輸送でした

けれども、そうじゃなくて、相談する中でもっとうまくやれる方法を考えようということ

で、そういうことを今お願いしたりして、少しでもそういう道ができるような努力をして

おります。 
【小幡委員】 おっしゃるように、旧来のイメージというのは確かにあったと思うので、

今のコンテナ待ちのお話は確かにごもっともだと思うのですが、必ずしもコンテナだけで

はなくて、いろいろな工夫により、もう少し軽い荷物とかであれば女性ドライバーという

可能性は当然あると思います。イメージを崩すというのが、まず大事だと思います。トラ

ガールという名前がよいかどうかというのはございますが、今までトラックの運転手は…

というイメージがあったというのは多分事実だと思うので、これをいかに変えていくか。

もっとスマートな、女性が入りやすいというようなイメージにして、そして、どういう形

でのドライバーをすれば、女性も働きやすいかということをぜひ考えていただければと思

います。 
【寺島部会長】 はい、どうぞ。 
【家田委員】 途中でお話しされた過積載についてですね。様々な取組をされてきたし、
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これからも様々な取組をトラック協会としておやりになるとおっしゃったんだけど、どん

な取組なんですか。例えば除名するとか自主的に点検するとか、そういうことですか。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 基本的には、先ほどありましたように、行政処分

がかかります。 
【家田委員】 それはよそ様がやってくれることだけど。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 私どもは、いわゆる啓発ということですね。 
【家田委員】 啓発はどんなことをやるんですか。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 やはりセミナーを開いたり。冊子を作ってお配り

したりですね。こういうことで、厳しくなりますよということをやるんですが、一番効い

たのは、先ほど申し上げたように荷主に罰則がかかるということになった途端にガーンと

下がりました。 
【家田委員】 それもよそ様のやってくれたことだけど、トラック協会のやったことは何

ですか。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 今、申し上げたような。 
【家田委員】 啓発ですね。分かりました。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 ひと言申し上げると、労働基準法等に基づく改善

基準告示ということで、労働時間の話もあります。 
【家田委員】 それは過積載とは関係ないですね。 
【寺島部会長】 それじゃ、どうぞ。 
【山下委員】 トラック輸送の場合、特に長距離の場合、どういうことを重視してルート

を決めていくのか。時間の問題、定時性の問題、それから走りやすさとか、いろいろある

んだろうと思いますし、他方で今日のお話だと結構過当競争ぎみだということであれば、

コストという問題も入ってくるんだろうと思うんです。高速道路を使うとしても、どの高

速道路をどういうふうに使っていくのかといったようなことも出てくるだろうと思うんで

すが、あるところからあるところまでトラックで輸送するとして、どういうことを考えて

ルートというのを決めているのか、教えていただければと思います。 
【全日本トラック協会（小幡副会長）】 これは荷主さんが、ここに届けてくれと言えば、

我々はそこに一番早く着ける道路を選ぶ上で、その中に高速道路がたくさんあっても、料

金が高いからなかなか高速道路を全部使えないとか、いろいろ問題があるんですが、いず

れにしても、行き先が決まれば、これは、この道が一番早いよということで、会社から指

示をして走ると。そういうことで大体コースは決まってますから、そのたびにここを走る

とか、そういうことは余りないですね。 
【山下委員】 最近高速道路も整備をされてきて、どの高速道路を使うかみたいな選択も

出てきているだろうと思うのですけれども。距離とか、どの高速道路を使うかによって料

金差等々も出てくるということもあるだろうと思うのですけれども、そういうところはど

うなんでしょうか。 
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【全日本トラック協会（小幡副会長）】 今、新東名ができまして、三ヶ日のところで東名

とくっついているんですけど、これが１年伸びまして、再来年の３月には豊田ジャンクシ

ョンまで来ますが、そういうことになりますと、もうこれは料金が一緒だったら、これは

新東名を走ったほうが全くいいわけですし。今、高速道路で比較してというところはまだ

まだ余りなくて、新東名が全部開通しますと、これは多分旧のほうの東名よりも新東名の

ほうへ流れてくると思います。他のところはまだ、そこまで比較して走れるような道路は

完備してないですね。例えば名古屋－東京の場合ですと中央道と東名がありますけれども、

中央道というのは圧倒的に遠いわけですからね。距離からいえば当然東名のほうを走ると

いうことで、まだ比較をしてどっちかというようなところまではいってないと思います。 
【寺島部会長】 私のほうから見ていると１３６万台、６万３，０００者の業界というこ

とでおやりになっておられるんですが、１つこれ確認のために、僕の認識では、物流の構

造が最近変わってきて、荷主イコール配送をやっているというかですね、例えば宅配業者

みたいなものがすごく増えてきて、クロネコヤマト的なものはこちらの業界には入ってな

いんですよね。 
【全日本トラック協会（小幡副会長）】 入ってます。 
【寺島部会長】 クロネコヤマトも入っているんですか。アマゾンは入っているんですか。 
【全日本トラック協会（小幡副会長）】 アマゾンは入っていません。まあ、やっぱりヤマ

トさんだとか佐川さんのような宅配を主にやっていらっしゃるところと、ちょっと違いま

して、その辺がやっぱり１つ大きな問題で、１２兆円の売上げの中でヤマトさん、それか

ら佐川さんですね、この２社で２０％以上のシェアになっているんですよね。ですからな

かなか、我々はどっちかというと、今、さっき数字を申し上げました６万３，０００者の

うちの、いわゆる特積みと言っている業者は非常に少ないわけです。普通は一般の区域と

いいまして。大半がそういうことで、その辺との問題はこれからどういうふうにうまくや

っていこうかというようなことが問題としてあります。非常にある意味では寡占的な形に

なってますのでね。日通さんとヤマトさんと佐川さんを合わせると１２兆円の売上げのシ

ェアが３５％から４０％ぐらいにいっちゃうんじゃないですかね。 
【寺島部会長】 そこでね、１つ質問なんですけれども、次世代をにらんだときに、ＥＴ

ＣとかＩＴＳの要素ということがすごく重要になってくると思うんですけども、ＥＴＣの

義務化ということを我々はいろいろと議論してきてまして、例えばこちらのような業界だ

と、いかなる高速道路を選択して通ろうが、あるいは一般道に下りて、また乗ろうが、１

年間例えば通期でもってビッグデータまで時代が来てますから、トレーサビリティを高め

ていけば、例えばこちらの業界全体で１年間に日本全国の高速道路をこれぐらい使ったと、

そういうものをビッグデータとして捉えることができる時代がもう来ていると思うんです

よ、やろうと思えば。そうなったときに、一括して例えば業界としてディスカウントだと

か、あるいは割引だとかというような類の議論に持っていくほうが、管理コストも下がっ

てくるし、それからそちらの業界としてもメリットが得られるし、そういうビッグデータ



19 
 

の時代に積極的に立ち向かっていこうという、そういうお考えはおありなんでしょうか。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 私どもはぜひそういう形でお願いをしたいと思っ

ております。先ほどちょっと社会実験で申し上げたのも、ある意味そういうことで、具体

的に私どもがどれだけ使ったかということを数量ベースと金額べースでお示しをして、そ

の割引が有効なのかどうかということは検証できると思いますね。 
【寺島部会長】 なるほど。よく分かりました。その他、どうぞ。 
【根本委員】 ちょっといいですか。先ほど、規制緩和で２５トンが比較的増えてきたと

いうようなお話がありましたけれども、やはり２５トンでもまだ自由に走れるトラックと

して、日本はまだ世界的に見ると小さいと思うんです。一般的制限値を大きくしてほしい

という、そういう要望が多分おありかなと思います。過積載の問題とトラックの大型化と

いうのが、どうしても混同されるような面があって、もっと軸が多いようなトラックが自

由に走れるようになったらいいし、それから特車っていうんですかね、海上コンテナなん

かを運ぶ場合でも、もう少し運びやすい、許可が得やすいとか、そういうふうな仕組みと

いうのを要望していくということはないでしょうか。 
【全日本トラック協会（福本理事長）】 先生御指摘のとおり、昨今ドライバー不足という

ことも出てまいっておりますので、先般道路局さんのほうで軸重の緩和もございましたの

で、いわゆる国内貨物でもトレーラーの大型化ということが可能になってまいります。そ

ういうことになりますと、ぜひ、トレーラーをもっと活用するということで、ドライバー

の有効活用なり物流の効率化というのも、これは視野に入ってくるのかなというふうに思

っております。ただ具体的にまだ、トレーラーの現物がどうかとか、そういうところの検

証まではまだ至っておりませんが、私の頭の中にはそういうものは入っております。 
【寺島部会長】 はい、どうもありがとうございました。それでは時間の制約もございま

すので、ここで全日本トラック協会のヒアリングを終わらせていただきますけれども、お

忙しい中、本当にありがとうございました。 
【全日本トラック協会】 どうもありがとうございました。 
【寺島部会長】 それでは続きまして東日本高速道路代表取締役社長 廣瀨様、並びに経

営企画部長 松﨑様、よろしくお願いいたします。 
【東日本高速道路(株)（廣瀨代表取締役社長）） それでは、今御紹介いただきました東日

本高速、廣瀨でございます。本日はこれまで国土幹線道路部会で議論されております高速

道路を賢く使うことをテーマに、ＮＥＸＣＯの主な取組や基本的な考え方につきまして御

説明申し上げます。 
 順次ページをめくっていただきまして、まず１ページ目でございます。これまで国土幹

線道路部会では、賢く使うための克服すべき課題を以下の４つの整理され、議論されてき

たものと私どもは認識いたしております。１つ目は円滑・エネルギー効率の観点での時間

損失の低減。２つ目は環境・快適という観点での時間信頼度の向上。３つ目は安全・安心

という観点での交通事故の低減。４つ目は地域活力・国際競争力という観点での活力の向
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上というものであります。また賢く使うための取組の一環として、シームレスな料金体系

の導入に向けた検討を行うとされています。本日はこれら４つの課題に関するＮＥＸＣＯ

３会社の取組事例などを順番に御紹介し、最後に大都市圏のシームレスな料金体系の実現

について、ＮＥＸＣＯの認識や実現に向けた必要な検討事項を御説明したいと思います。

事例につきましては時間の都合上、東日本管内を中心に御説明させていただきますが、同

様の取組は３会社でも実施しているものと御理解いただきたいと思います。 
 ２ページ目でございます。まず時間損失の低減についてでございます。ＮＥＸＣＯでは

時間損失を低減させるために、車線運用による渋滞対策に取り組んでいます。車線や路肩

の幅員を変更し、既存の道路用地内で交通容量の拡大を図るものでありまして、ここでは

東名高速と京葉道路の２つの事例について御説明いたします。 
 東名高速の音羽蒲郡インターチェンジから豊田ジャンクションにおける暫定３車線運用

につきましては、既存の２車線の道路幅員内で暫定的に車線幅を縮小し、３車線運用とし

たものであります。平成２３年１０月の運用開始後は、開始前と比較いたしまして交通量

が７パーセント増加したにもかかわらず、渋滞量が９割以上減少いたしました。 
 京葉道路の上り線穴川インターチェンジから貝塚インターチェンジにおける付加車線設

置につきましては、写真にございますように、既存の道路用地幅の中で路肩を暫定的に縮

小し付加車線を設置したものであります。今年４月に運用を開始いたしまして、交通量は

余り変わっていませんが、渋滞量が大幅に減少したというふうに御理解いただけると思い

ます。 
 ３ページ目でございます。時間損失を低減させるためのもう１つの取組でございます。

高速道路のネットワーク化が進むことで、複数ルートの選択が可能になり、その結果、混

雑の情報などを適切にお客様に提供することで、交通を分散させることも可能になってま

いりました。新潟方面から都心方面に高速道路で移動される車両は、以前は関越道ルート

しか選択肢がありませんでしたが、平成２３年の北関東道の供用開始によりまして、北関

東道経由で東北道を利用することが可能になった事例について御説明いたします。右上の

図にありますように、高崎ジャンクションから川口ジャンクション間では、関越道ルート

と東北道ルートで、概ね同じ距離と料金になっておりまして、普段は所要時間に差はあり

ませんが、左の図にありますように、平成２４年のゴールデンウィークの混雑時の所要時

間を調べてみますと、最大約７０分の所要時間の差があることが分かりました。そこで、

平成２５年に試行的に標識車で所要時間をお客様に御案内いたしましたところ、過去の同

時期と比べ、東北道ルートの分担率が約５％増加という結果が得られました。一定程度関

越道の利用を避けて東北道へ転換されたものと考えられます。 
 また同様の事例として中国道と山陽道の神戸ジャンクションから広島ジャンクション間

では、お盆とゴールデンウィークの渋滞時には、山陽道ルートと中国道ルートの所要時間

が逆転するため、情報板などで事前広報に取り組んでおります。 
 ４ページ目をお願いします。時間信頼度の向上についてでございます。昨年度の冬期、
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つまり今年の２月、記録的な大雪によりまして各地で長時間の通行止めが発生し、大変御

迷惑をおかけいたしましたことを踏まえまして、今後極力通行止めを回避し、また、通行

止めとなった場合でも早期解除を図る取組の強化や、一般道の道路管理者も含めた関係機

関との連携を強化してまいります。具体的には除雪機械の増強や、スタック車両が原因で

通行止めが長時間化しましたことから、スタック車両の早期発見のためのカメラの設置、

早期排除のためのレッカー車の事前配置などを実施いたします。降雪予測等をもとに、事

前に優先路線への応援体制の構築や関係機関との連携も強化してまいります。また除雪作

業を効率化するため、ＧＰＳを用いた除雪車両位置の常時把握や、追い越し車線を優先的

に除雪することで通行止めの早期解除を図ること、雪の少ない地域における散水車を活用

した除雪など、各種の効率化に取り組んでいます。更にお客様への事前広報を充実するた

め、気象予報会社とも連携した情報提供の強化や、雪が降る数日前からのホームページや

情報板への掲示に加え、電子メールやＳＮＳ等も活用した事前の注意喚起なども行ってま

いります。 
 ５ページ目をお願いします。交通事故の低減についてであります。ＮＥＸＣＯでは、安

全で円滑な交通を確保するため、様々な安全対策を通じて走行環境の向上を図っています。

ここでは、暫定２車線区間や夜間、荒天時など、視界が悪い環境における新たな交通安全

対策の取組について御説明いたします。 
 暫定２車線区間における車線逸脱、車線から離れることは、対向車と衝突した場合に重

大事故につながる場合があります。そのため、凹凸型路面標示、導流レーンマークなどの

対策を推進するとともに、ガードレールや、新たに開発されたワイヤーロープ式防護柵な

ど、車線を分離する防護柵を一部の路線に試行的に設置し、維持・管理上の課題検証に取

り組んでいます。 
 また、雪等による視程障害が厳しい区間につきましては、視線誘導効果をより高め、安

全走行を支援する必要があります。そのため外側のラインの位置を光で明示し、視線誘導

効果をより高める帯状のガイドライトを共同開発し、事故低減を図る試行を行っておりま

す。 
 ６ページ目をお願いします。交通事故低減のソフト的な対策といたしまして、ホームペ

ージ等、各種広報ツールを活用した交通安全啓発や交通安全キャンペーンに取り組んでい

ます。その１つとして、ホームページ上で特に注意して運転していただきたい箇所をヒヤ

リマップとして情報提供したり、高速道路が交差するジャンクションをよりスムーズに走

行していただくために、事前に標識を確認できるよう標識マップを提供しています。特に

ヒヤリマップは地図会社にもデータを提供することによりまして、一部のメーカーのカー

ナビでの注意喚起にも用いられております。また地域の警察や交通安全協議会などと連携

いたしまして、インターチェンジやＳＡ・ＰＡ等において、定期的に交通安全キャンペー

ンを実施し、安全運転の呼びかけを行ったり、後続車にはねられる事故防止のための啓発

活動を行うなど、各種の交通安全啓発に努めております。 
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 ７ページ目をお願いいたします。活力の向上についてであります。地域活性化インター

チェンジやスマートインターチェンジの活用による地域拠点から高速道路までのアクセス

強化については、高速道路の利用促進が図られるとともに地域活性化にもつながりますこ

とから、ＮＥＸＣＯとしても有効な施策と考えております。地域活性化インターチェンジ

であります東北道の大衡インターチェンジでは、インターチェンジの供用開始直後に周辺

工業団地の大型自動車工場が操業を開始するなど、地域経済の活性化が見られまして、周

辺町村の製造品出荷額等は、供用開始前に比べまして２．６倍と大幅に増加いたしており

ます。 
 ８ページ目をお願いします。ここでの事例は、高速道路と鉄道が交差する箇所で、鉄道

の新駅の開業に合わせまして、エレベーターで駅に直結する高速バスのバス停を設置した

ものであります。鉄道と高速道路の新たな交通結節点を形成し、利便性の向上を目的に、

計画段階から国、自治体、バス会社とＮＥＸＣＯ、これはＮＥＸＣＯ西日本でございます

が、連携して取り組んだものであります。開業以来バスの乗り入れは順調に増加しまして、

広域的な地域間交流の活性化に寄与いたしております。 
 ９ページ目をお願いします。民営化以降、高速道路会社が独自に行います企画割引など

によりまして、多様で弾力的な料金設定やサービスの提供を進めております。企画割引は

高速道路の利用促進が図られるとともに、観光振興などの地域の活性化にも寄与しており

まして、民営化から先月までの間に、観光目的の周遊割引は件数にいたしまして１３１件

実施いたしております。ここでは実施例２例を御紹介いたします。 
 １つ目の東北観光フリーパスは、東北６県を訪れる国内旅行者を対象としたもので、平

成２４年度から毎年実施いたしております。関東圏からの往復と東北周遊エリアの乗り放

題をお得な料金で提供するとともに、観光施設でも割引などの特典が受けられることが大

変好評でございまして、昨年度は１万７，０００件も御利用いただき、東北復興にも寄与

しているものと考えています。 
 また、インバウンド向けの企画も実施いたしておりまして、Ｈｏｋｋａｉｄｏ Ｅｘｐ

ｒｅｓｓｗａｙ Ｐａｓｓは北海道を訪れる外国人旅行者を対象といたしましたもので、

平成２０年度から毎年実施いたしております。空港や主要駅周辺のレンタカー店舗で受付

ができまして、更に車と一緒にＥＴＣカードも借りることができます。販売当初は、なか

なか御利用いただけませんでしたけれども、海外でのプロモーションも行いました結果、

昨年度は２，４００件、今年度はこの１０月末までに既に４，０００件を超える御利用を

いただいております。 
 １０ページ目でございます。大都市圏のシームレスな料金体系の実現に向けて、につい

てでございます。図は首都圏の高速道路の現在の料金水準と、建設中の区間の供用目標年

次を示しています。首都圏内の料金水準は、整備における経緯等が違うことによりまして

路線や区間によって異なっています。また図に、今年度開通済み区間を示しております。

圏央道においては国と共同で事業進捗を図りまして、稲敷インターチェンジから神崎イン
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ターチェンジ間、これ、右側でございますが、１０．６キロメートルと、相模原愛川イン

ターチェンジから高尾山インターチェンジ間の１４．８キロが開通いたしております。こ

のうち、相模原愛川インターチェンジから高尾山インターチェンジ間の開通後の状況につ

いて御説明いたしますと、横浜港エリアと、多摩・鶴ヶ島エリア間を行き来する貨物車に

ついて、都心を経由する交通が約７割から３割に減少するなど、交通の転換が明らかに見

られるとともに、順次開通する圏央道に合わせまして、これはまだ東北道につながってお

りませんけれども、そういう順次開通する圏央道に合わせまして、その周辺エリアでは、

多くの物流拠点が集積し、沿線工業地の地価上昇率も高水準となっているように伺ってお

ります。また、圏央道を利用したバスツアーが新設されるなど、観光圏域の拡大も見られ

るようでございます。 
 １１ページ目、最後でございますが、大都市圏のシームレスな料金体系につきまして、

この部会において、賢く使うための取組の一環として議論されておりまして、平成２５年

６月の中間答申に示された次の内容が基本的な認識と考えております。 
 まず料金制度全体のあり方としては、公正妥当で安定的かつ利用重視のシンプルなもの

を目指し、料金水準は対距離制を基本として、普通区間・大都市近郊区間・海峡部等特別

区間の３つの料金水準に整理すること。また、大都市圏の料金体系については、管理主体

を超えたシームレスで公正かつ利便性を高めるものに整理すること。更に、環状道路の利

用が促進できるような料金体系にすることなどであります。料金水準の整理につきまして

は御案内のとおり、中間答申を踏まえまして３つの料金水準に整理する方向で検討を進め、

大都市圏の一部区間などを除きまして、この４月に割引制度の再編と併せて整理を行いま

した。そして大都市圏のシームレスな料金体系については、現在検討を行っているところ

でありまして、実現に向けた主な検討事項については私どもは以下のように考えておりま

す。 
 まず、環状道路のネットワーク整備の状況等に応じた段階的な導入が必要ではないかと

考えております。圏央道は平成２７年度内に開通いたします。東京外環の千葉区間、三郷

－高谷間でございますが、これは平成２９年度内の完成を目指しておりまして、首都圏に

おいて利用重視の料金体系にスムーズに移行していくためには、これらネットワークの変

化に応じた料金施策を順次導入していくことがよいのではないかと考えております。そし

てその際には、償還へ及ぼす影響、都市高速との料金の連続性、現金車の取扱い、料金シ

ステムの改修などを主なポイントとして検討してまいる必要があると考えています。今後

の当部会における議論を踏まえ、国などの関係機関とも御相談しながら対応してまいる所

存であります。 
 本日は、高速道路を賢く使うための取組事例や考え方を御説明させていただきました。

今後はネットワークの形成や機能強化と、大都市圏の料金体系のあり方などを併せ、高速

道路をより賢く使うための検討を総合的に行っていく必要があるのではないか、こういう

ふうに考えています。私からの説明は以上でございます。 
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【寺島部会長】 ありがとうございました。それではただ今の説明に関しまして、御意見・

御質問、お願いします。どうぞ。 
【大串委員】 質問が１点とお願いが２点あります。ヘビーユーザーでトラックに次ぐ利

用量を保持しているのではないかと思っておりますけれども。２ページ目で路肩の拡幅と

かの話が出たと思うんですけれども、事故車両や救急車両の走行で何か影響が出てないか

なというのがちょっと心配だったもので、渋滞が激減されたっていうのは非常にいいこと

だと思うんですけれども、既存のこういうちょっとゆったりしたところを少し狭めて、パ

ンパンに張ったというところもありますので、そうした影響がもし分かれば教えていただ

きたいというのが１点です。 
 あと２点目が、３ページ目にありますけれども、御社に限らず、いろんな高速道路会社

もそうなんですけれども、表示が非常に文章量が多くて思わず看板を読んでしまう、高速

走行をしながら看板を読んでしまうことが結構多くて、例えば、広域情報のところでも、

こんなに長い文章でわざわざ文章的に「関西方面は中国道利用もお考えを」とかですね、

そこまで書かなくても、関西方面は中国道へ回れ、とかですね、ちょっと命令口調がいい

かは分からないですけれども、少し表現を工夫していただかないと、結構文章で読ませて

しまうような表記が多くて、時々怖いなということがありますので、そこを気を付けてい

ただきたいなというのが２点目ですね。 
 ３点目が７ページ目にありますけど、スマートインターチェンジのことで、先ほどトラ

ック業界から、サービスエリア・パーキングエリアの容量を拡幅してくれみたいな話がご

ざいましたけれども、お金がかかることでございますので、ぜひスマートインターチェン

ジで、そういった事前に届出があるものを優先するのか、全車両に適用するのか分かりま

せんけれども一定時間なりで同じ方向からエントリーすれば、同じ継続として取り扱いま

すよみたいなことで、トラック業界の方たちの負担軽減という意味で、お金がかからない

やり方で、ぜひスマートインターチェンジの活用の方法というのを考えていただけたらと

思います。以上です。 
【東日本高速道路(株)（廣瀨代表取締役社長）】 非常に日本の高速道路は狭いですから、

そこで渋滞を緩和するために、私ども精一杯やっていかなければならないということで、

特に渋滞の激しいところにつきましてはいろんな工夫をする、その中に今先生の御指摘の、

狭い路肩をまた更に狭めてと、こういうことでございますが、私どもは安全を第一に道路

管理をしていますので、そういう点におきましてギリギリのところを狙っているつもりな

んです。ただ、おっしゃいますとおりに医療の関係の救急、あるいは事故のときの救急対

応、そういうところに何か支障があるかということにつきまして、私どもは今のところそ

ういうことは特段に聞いておりませんけれども、これは更にこれからも常に気を付けてま

いりたいと、こういうふうに思います。 
 それから標識の問題でございますけれども、これは確かに丁寧過ぎるといえばそうでご

ざいますが、私どももお客様にできるだけ丁寧には対応させていただくということが基本
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でございますので、そこが表れているんだろうと思います。ただそうは言っても、今後ま

たお話が出るかもしれませんが、もっとスピードアップをというような話等もありますと、

やはり標識は大きくしなければならないという問題ありますし、それからできるだけ簡単

明瞭にというのは当然気を付けていかなければならないことでございますから、そういう

点の配慮はしていきたいと思います。ただベースは、気持ちはお客様にできるだけ対応を

親切にさせていただきたいというところが表れていると思っておりますので、その点は御

理解いただきたい、こういうふうに思います。 
 それから途中下車の問題でございます。これは我々としては、本当にできるだけそうい

う形で将来的にはいくべき方向だろうと思いますけれども、この辺りにつきましては、現

在、運用ルールをどうするか、あるいはそれへの対応をいろいろと、施設的な面でどうい

う対応をしていくのか、ターミナルチャージの問題も含めて当然あるわけでございますの

で、ちょっとその辺りは、特に圏央道が完成し、外環が完成し、というようなことになっ

てきますと、できるだけ外側に誘導していくという観点と、それから事故時の対応とかで

すね、それから渋滞のときの対応とか、いろんなものがケースとして考えられますが、そ

の辺を実施するためには、いろんな施設の面で、更にいろいろと、先ほどちょっと私も申

し上げかかりましたけれども、対応が必要でございますので、課題として、当然頭の中に

入れておりますし、将来はそういう方向に、国のほうもお考えになっているのではないか

と思いますが、ぜひ検討はしてまいりたいと、こういうように思います。 
【寺島部会長】 はい、どうぞ。 
【石田委員】 途中下車の問題って非常に大事な問題なんですけれども、同時にすごく難

しい問題だと思っておりまして、やはり今のスキームが道路本体では儲けちゃいかんとい

うことになっておりまして、やっぱり途中下車をすると減収になるという道路が非常に大

きいかなと思っておりまして、どうもその辺から考え直さないと私はいけないかなという

ふうに思っております。高速道路という国民の非常に貴重な資産を活用して、特に地方創

生ということから考えると、やっぱり活用するためのいろんな工夫をしなくちゃならない

と思うんですけれども、それがやっぱりバリューエンジニアリング的発想で、今、全部償

還に吸い取られちゃうというと、ちょっと語弊がありますけれども、基本的に大きく言う

とそんなスキームだと思いますので、そこをうまく折半するとか、そんなことを考えてい

かないと駄目かなというふうに思っております。おっしゃりにくいでしょうから、別にコ

メントいただかなくても結構ですが、そこをちゃんとしなくて、サービスエリアだけで儲

けなさいということを続けていくと、ヨーロッパのコンセッション制の高速道路が、サー

ビスエリアが巨大化しておりまして地域から切り離されつつある、そんなことになって。

何かちょっと趣旨が違うんじゃないのかなという議論もあるかと思いますので、その辺は、

またこの分科会で寺島座長も多分同じようなお考えだと思いますので、かなりちゃんと議

論しないといかんと思うんですけども、いかがですか。 
【東日本高速道路（廣瀨代表取締役社長）】 ええ、本当におっしゃいますとおり、かなり
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根幹に関わることでありますので、１つ１つの案件は何か一般的に皆さんはおっしゃるん

ですけれども、それがずっと基本的なところでつながってまいります。先ほどのシームレ

スな料金体系の問題も全てそういうことに関連してきますので、方向としてはそういう方

向でぜひやらせていただきたいと思いますが、いろんな要件、条件を考えながら、先ほど

も申したように償還の問題もございますし、基本的な問題に関わってくることだと思いま

す。 
【寺島部会長】 ちょっと質問といいますか、前から気にしていることですけれども、Ｅ

ＴＣとかＩＴＳ時代をにらんで、どういうシステム設計にしていったらいいのかなって考

えているからなんですけれども、料金所というものを維持するために一体何人ぐらいの方

を今３社でもって雇用しておられると考えればいいのでしょうか。 
【東日本高速道路（廣瀨代表取締役社長）】 料金の収受関係は、収受所の設備のところと、

それからあといろいろと、後方で経理とかそういうことをやっているのがありますけれど

も、それを全部引っくるめますと、大体、例えば３会社で収受員だけですと１万人ぐらい。

収受員以外も含めたトールビジネスで言いますと、そこでは私どもだけで５，０００人。

そういうオーダーです。ですからやっぱり相当なオーダーになっております。 
【寺島部会長】 それが、例えば今後をにらんでブースを減らしていくだとか、ＥＴＣの

義務化に沿って何か対応していくとかいうシミュレーションみたいなことはおやりになっ

ていますか。 
【東日本高速道路（廣瀨代表取締役社長）】 重要な問題だとは思っておりますけれども、

ちょっとそこまではまだ具体的にやっておりません。ただ、やっぱりこういう方々の雇用

の問題というのが非常に大きな問題としてありますので、どういう対応を考えていったら

いいのか、これは国のほうともよく御相談させていただかなきゃいかんと思いますけれど

も。非常に重要な問題と我々は考えております。特に地方では大きな問題です。 
【小幡委員】 今のお話、私も重要だと思いますが、１点だけ。時間信頼度の向上という

ことで、いろいろな取組をされて、利用者の立場に立ったときに、例えば悪天候時１車線

でも早く通行を確保するとか大事な取組だと思いますが、多分維持管理の責任のリスクと

の関係でどこまでできるかというのを慎重に多分行われると思うんですが、私はやっぱり

利用者も期待するところはあると思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 
もう１つ、３番の５ページの交通事故の低減の取組というのもございますよね。これな

んかは、やはりこれも利用者目線で、利用者にとって、いかに事故をなくすことができる

かという観点からの取組なので、こういうものを合わせると大変非常によくなるかなと思

います。 
【寺島部会長】 どうもありがとうございました。大変お忙しい中来ていただいて、感謝

いたします。それでは東日本高速道路代表取締役 廣瀨社長並びに経営企画部長 松﨑様、

どうもありがとうございました。 
【東日本高速道路株式会社】 どうもありがとうございました。 
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【寺島部会長】 続きまして時間が押しておりますので、諸外国における道路政策の状況

について事務局より御説明ください。 
【高速道路課長】 それでは資料４に基づきまして御説明を申し上げます。過去第３回で、

海外事情を御説明いたしましたけれども、今回は賢く使う、料金施策の観点に関連するも

のを御紹介させていただきたいと思います。 
 表紙を開けていただきまして１ページ目でございます。最初に個別の施策に入る前に、

ドイツあるいはアメリカの全体像みたいなものを少し俯瞰したほうがいいかなということ

で資料を付けています。最初はドイツでございますけれども、アウトバーンの整備は１９

３０年から始まってきたということで、今、大体１万２，９００キロの整備がなされてい

るということであります。かなり老朽化等もしているということもありまして、メンテナ

ンス費用は、右下の図でございますけれども２０００年以降大体１．５倍ぐらいに増加し

ているということであります。そういうこともありまして、大型車の課金であるとか、高

速道路だけではなくて一般道路の課金も行っているということであります。 
 ２ページ目でございますが、ドイツもこの２０年間何もしてないというわけではありま

せんで、８９年に東西ドイツ、ベルリンの壁が崩れて一緒になったわけでございますけど、

この間、下の左側の図にありますように、６車線、８車線化とか、この赤いところは拡幅

２，０００キロを行っているんですけれども、東が中心の部分もありますけど、西側にお

いても拡幅事業を行っているということでありますし、そうした中で、先ほどの事故が起

こったときとか、そういうことに関しまして、右側の図にありますように路肩を使いなが

ら、車線数が減らないような工夫もしながら、いろんな働きかけをしながら高速の機能を

高めているということであります。 
 それから３ページ目でございますがアメリカでございまして、これも１９２０年代頃か

らインターステートの整備が始まりまして、燃料税とかタイヤ税の特定財源がありまして

整備を促進してきたということであります。現在大体、インターステート以外も含めます

と、右上の図でございますけれども１０万キロの高速道路がありまして、大体６割以上が

もう６０年間経過しているということで、一時期厳しい時期もあったようでございますけ

れども立派に機能しているということであります。さすがに最近少しメンテナンス費用が

上がって財源不足になっているということもありまして、対距離の課金をしていこうとい

うようなことの動きがいろいろありますけれども、なかなか向こうの国会の中でいろんな

議論があって成立しないというようなことであります。 
 こういう全般を踏まえまして４ページ以降、個別の施策を少し御説明・御紹介したいと

思います。最初リバーシブルレーンについて２事例御紹介いたします。１つ目がオースト

ラリアの事例でございまして、これは一般道路の事例でございます。通常は真ん中にあり

ます、右の図にありますように３車、３車の道路でございますけれども、ピーク時間につ

きましては４車、２車にすると。一番左をバスレーンにしています。やり方が、その左下

の図にありますけれども、日本の信号みたいなやり方ではなくて、専用の車が２０分かけ
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て中央分離帯を移動するということをしているようであります。 
 これは一般道だけかと思ったらアメリカの事例、５ページ目でございますけど、アメリ

カも同じように車でリバーシブルを利用しているのでございますけど、これ、ダラスに向

かう道路でございまして、オフピークは４車、４車の８車線道路。右側の図の真ん中でご

ざいますけど、朝夕でピークの方向に５車線・３車線と運用すると。その際、中央分離帯

を動かしましてやるということであります。なお、真ん中のレーンにつきましては、ＨＯ

Ｖレーンということで、たくさん乗ってる人が使うんだよというようなことで、そういう

レーンとして運用しているということであります。 
 それから６ページ目でございます。ちょっと違う話でございますけど、合流の調整とい

うことで、簡単に申しますと、右側の図にあるようなランプ、合流する車線にランプメー

ターということで、信号機を付けて流入量を調整すると。左の図でございますけど、黙っ

ていますと活用前ですと、勝手に流入するので本線の速度が落ちてしまうということでご

ざいまして、一定間隔で流入するようにして、本線の速度を落とさないようにということ

で、その結果といたしまして、ピーク時の速度も上がったり、事故も減少していると。ち

ょっとＥＴＣの話と少し逆の話かもしれませんけど、そういうこともやられているようで

ございます。 
 それから７ページ以降、料金の事例を６事例御紹介いたします。１つ目はフランスでご

ざいまして、これは時間帯料金ということで、１つは上のほうはパリのある環状道路でご

ざいますけど、平日の通勤時間の料金を高くするということでありまして、お国柄なのか、

金曜日と祭日の前日が一番高いというようなことで、日によっても変えているということ

であります。それから下のほうは、同じようにパリに向かう高速でございますけど、休日

の夕方、料金を高くするということですけれども、その前後を安くして、できるだけ分散

するようなことを休日のみやっているというようなことの事例もあるようでございます。 
 それから８ページ目にいきまして、これはもう少しダイナミックになりまして、これ、

変動的な料金でございますけど、土地が広いからというのもありますけど、下の写真にあ

りますとおり、もともと４車の道路、合計８車の道路の真ん中に４車、ＨＯＴレーンとい

うことで、多人数であれば無料、１人で乗る場合はお金を払うというようなレーンを４車

線設けましてやっていると。しかもその４車線の料金ですけど、細かい表が右にあります

けど、一番高いときが大体１０ドル弱。安いときは１．４ドルとかで６倍ぐらい違うんで

すけども、それによって速度を調整することによりまして、ＨＯＴレーンを通ると１００

キロぐらいで走れると。無料の場合はピーク時では３０キロぐらいでしか走れないという

ようなこともやられているようでございます。 
 それから９ページ、１０ページは御承知のシンガポールでございまして、料金を取るガ

ントリーということで、門型のものを設けまして流量を調整するということで、朝夕、料

金を変動していると。無料の時間もあるようでございます。あと、３か月ごとに料金を見

直して、データとしては導入前に比べると都心部の交通量が１５％減少したということで
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あります。 
 １０ページ目でございますけど、シンガポールはゆくゆくはＧＰＳを使って、先ほどの

ガントリー、要するに門をなくすような方向で、日本の会社も参画して技術をやっている

と聞いておりますけれども、そういうことを進めているというようなことであります。 
 １１ページはもう少しダイナミックな形になりまして、リアルタイムで料金を変動して

いるという事例です。余りこれ全世界で事例がないですけれども、カリフォルニアで交通

量を計測しまして、７５キロ以上になるように、５分刻みで料金を動かすというようなこ

とをやってみてというようなことでありまして、本当にうまくいっているのかどうか、ち

ょっと効果は確認しなきゃならないですが、こういうこともやっている。究極の変動料金

ですけど、こういうこともやられているようでございます。 
 それから１２ページでございますけど、最後の６つ目の事例、これはフランスでござい

まして、これは料金ではございませんが、規制速度を変えるということで、これも６分ご

とに交通量を測りまして、これ、リヨンから、南のバカンスといいますか、避暑地に行く

道路でございますけれども、そういうようなことをやってまして、非常にアンケートをし

ても、利用者にとって、その規制を守ってるのかどうかちょっと本当によく分からないと

ころではありますけど、いいんだというようなことを言っています。結構これフランスの

南側のほうでは拡大している、そういうものでございます。 
 それから先ほど料金、複数ルートの調整という話がＮＥＸＣＯのほうからありましたけ

れども、フランスの事例でございますけど、パリからボーヌ間ということで、左の図を見

ていただきますと、直線で行くと２８０キロですけど、違うルートを使うと３６０キロ。

上の区間、非常にＡ６のルートが混みますので、右の図の上にありますように、料金を、

Ａ６のほうは上げ、Ａ５のほうは思い切り下げる。余り交通量は移動しているようには見

えませんけども、そういうようなことも調整してやっているということで聞いております。 
 それから１４ページはヨーロッパの動向ですけど、全体的には大型課金が進んでいると

いうことでありまして、まず右の図を見ていただきたいんですけど、この紫色のところは、

もともと高速道路は有料だった。普通車も含めてということであります。それ以外の国は、

もともと全体が無料だったというふうに見ていただければと思います。ですから全体無料

のところにつきまして、高速道路において大型車に課金をしだしたというところが黄色の

国でございます。それから、これ、青といったらいいのか、エメラルドといったらいいの

か分かりませんが、３か国、イギリス、ドイツ、スイスにつきましては、高速道路だけじ

ゃなくて一般道路も含めて大型車に課金をしだしたということであります。 
 それからフランスは一般道の課金を準備中ということではあるんですけれども、御承知

かもしれませんけど、１５ページでございますが。フランスはもともと左の図を見ていた

だきますと、青いところがもともと有料でございまして、この赤のところ、あるいは緑を

塗ったところから課金をしようとしてやったわけでございますけど、かなりの反対運動が

起きまして、料金所で設けたガントリーも倒されるというようなこともありまして、結果
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的には無期延期になったというようなことで、構想はよかったんですけど、なかなかこう、

やっぱり料金を取るというのは課題があるかなというふうなことであります。 
 １６ページはドイツでございます。これはＧＰＳを使いながら取っているということで

あります。 
 １７、１８ページ目はやはり海外でも信頼性といいますか、定時に行けるか行けないか

ということの新しい指標の取組をしていまして、代表的な旅行時間に対してどうなってい

るのかというのが１７ページにございますし、アメリカは、これ、早い時間と遅い時間の

比率で、どのぐらいちゃんと、都市ごとに予定どおり動けるのかというような指標を作っ

ているので、日本でもこういうようなことを少し勉強していかなければならないのかなと

いうことで付けさせていただきました。 
 あと、１９、２０ページのアトランタ、ロンドンにつきましては、オリンピックで様々

な規制等も行いながら対応したようですので、これはもう少し勉強してございますので、

また改めて御紹介させていただければというふうに思っております。以上でございます。 
【寺島部会長】 どうもありがとうございました。本来、ここで１５分程度質疑をする予

定だったんですけれども、時間の制約がありますので、今回聞いたことを次回の議論の前

提にさせていただくと。その際、質疑に加えさせていただくということにしたいと思いま

す。本日の意見を踏まえて引き続き検討を続けるわけですけれども、次回の部会は引き続

きヒアリングを実施するとともに、委員の方からも御意見・御見解を発表いただくという

ことで、そういった機会を設けて意見交換を深めたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。詳細につきましては事務局から改めて連絡、打合せをさせていただきま

す。本日予定された議事は以上でございます。事務局へお返しいたします。 
【総務課長】 長時間にわたりまして御議論ありがとうございました。本日の部会の内容

につきましては、後日委員の皆様方に議事録案を送付させていただきまして、御同意いた

だいた上で公開させていただきます。また、近日中に速報版といたしまして簡潔な議事概

要をホームページで公開したいと考えております。本日の会議資料はそのまま置いていた

だければ後で郵送させていただきますので、以上をもちまして閉会とさせていただきます。

本日はありがとうございました。 
 

   了    


